
表１　遊漁船業の登録申請等に必要な書類

必要書類 様式等
業務規程の

変更
廃業

個人 法人 個人 法人

遊漁船業者登録申請書 別記様式第1号 〇 〇 〇 〇

誓約書(事業者用) 別記様式第2号 〇 〇 〇 〇

実務研修証明書(主に新規登録) 別記様式第3号 〇 〇 〇(新規)

実務経験証明書(主に更新登録) 別記様式第3号 〇 〇 〇(経験者)

誓約書(業務主任者用) 別記様式第3号の2 〇 〇 〇 〇 〇

業務主任者養成講習終了証明書の写し 業務主任者(全員) 〇 〇 〇 〇 〇

小型船舶操縦士免許証の写し 業務主任者(全員) 〇 〇 〇 〇 〇

船舶検査証の写し 〇 〇 〇 〇 〇 〇

損害賠償保険証書の写し 5,000万円／人以上 〇 〇 〇 〇 〇 〇

住民票(本籍記載)の抄本(個人事業者)
事業者
業務主任者(全員)

〇 〇
〇

(免許証等も
可)

〇(追加者)

住民票(本籍記載)の抄本(法人)
役員(全員)
業務主任者(全員)

〇 〇 〇(追加者)

登記事項証明書（法人） 〇 〇 〇

業務規程の写し 業務規程例及び記載例 〇 〇 〇 〇
〇

(該当ページ)
〇

(該当ページ)

〇
(該当ページ
と添付書類)

登録審査手数料(納付済証)
ＰＯＳレジ又はコンビ
ニ納付

30,040円 30,040円 18,220円 18,220円

登録事項変更届出書(変更後30日以内) 別記様式第5号 〇 〇 〇 〇 〇

業務規程変更届出書(変更前) 別記様式第6号 〇 〇 〇

遊漁船業者廃業等届出書(廃業後30日以内) 別記様式第7号 〇

新規 更新

登録申請 主な登録事項の変更

保険
更新

住所
船舶
追加

業務主任者
追加

法人役員
追加


